
海上自衛隊では、以下の常勤職員を募集します。

１　試験区分、採用予定数、勤務先及び職務内容

　　※：採用日の決定については、本人の事情を考慮します。

２　応募期間

　　本案内掲載日から令和８年７月１３日（月）まで（必着）　　

３　応募資格

（１）大学又は短大を卒業した者

（２）採用予定時期までに国家公務員の定年年齢（６２歳）に達していない者

　ただし、次のいずれか一つに該当する者は、この試験を受験できません。

ア　日本の国籍を有しない者

イ　自衛隊法第３８条第１項の規定により防衛省職員となることができない者

（ア）　拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者

（イ）　法令の規定による懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者

（ウ）　日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、

又はこれに加入した者

ウ　平成１１年改正前の民法の規定による準禁治産の宣言を受けている者（心神耗弱を原因とするもの以外）

４　応募手続

　　防衛省HPにおいて、下記必要書類をダウンロード後作成し、郵送より送付してください。

（１）提出書類

　　ア　防衛省職員選考採用試験申込書　１通（写真：縦４cm×３cm貼付）

　　イ　職務経歴書及び小論文　　　　　１通

　　ウ　面接シート　　　　　　　　　　１通

（２）提出先

　　ア　郵送

　　　　〒８５７－００５６長崎県佐世保市平瀬町１８番地
　　　　海上自衛隊佐世保地方総監部管理部人事課職員人事管理室

５　試験の種類及び試験日等

６　合格発表

（１）第一次試験：令和８年７月下旬に紙面による通知及びメールにて通知

（２）最終合格発表：令和８年８月下旬～９月上旬

７　処遇等

（１）身分

　防衛省職員（防衛教官）として採用
（２）給与等

　　ア　給与（防衛省の職員の給与等に関する法律（昭和２７年法律第２６６号）」に基づき支給）

　　　採用時の俸給月額は、行政職（一）１級の俸給表を基礎として、採用者の職務経験、経験年数等を踏まえ、同

　　　程度の経験年数を有する当省の職員が受けている俸給月額を参考にしつつ、採用者の経歴や能力等を考慮して

　　　決定する。

例：大卒、勤務経験が５年ある場合の初任給　約２４５,８００円（令和８年７月１日現在）
　　イ　手当

　　　・住居手当：借家居住者等に、月額２８，０００円以内

　　　・通勤手当：交通機関等利用者に、１カ月あたり１５０，０００円以内

　　　・期末手当・勤勉手当（いわゆるボーナス）：１年間に俸給等の約４．６５カ月分（令和７年度実績）
　　　・その他：超過勤務手当、扶養手当等

令和８年７月中旬

令和８年８月５日

令和８年１０月１日

試験場所

申込の都度、書類審査を実施

海上自衛隊小月教育航空隊
（山口県下関市松屋本町３丁目２番１号）

小論文試験

面接試験

身体検査

防衛省職員選考採用試験(語学職（英語）)　募集案内

試験区分 採用予定数 勤務先（所在地) 職　務　内　容

自衛官等に対する語学教育のほか、行政事務
に従事する。

採用予定日※

語学（英語） １名
小月教育航空隊
（山口県下関市）

試験の種目 試験日

経歴評定



８　勤務時間

　　勤務時間は１日７時間４５分、原則として土、日曜日及び祝日は休み
　　　・平日：０８時００分～１６時４５分

９　問い合わせ先

海上自衛隊佐世保地方総監部管理部人事課職員人事管理室
TEL：0956-23-7111（内線：3591）

電話受付時間：平日の8:00～16:45


